
第4期宮城県がん対策推進計画（最終案）

ーパブリックコメントの結果と中間案からの変更点ー

資 料 1

宮城県保健福祉部健康推進課
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これまでのスケジュール

中間案についてパブリックコメント実施R5.12.7
（1か月間）

第４回協議会
パブリックコメントの結果の提示、最終案を協議

R6.2.2
（本日）

県議会 環境福祉委員会で中間案を報告

県のホームページ等で中間案公表

R5.12.15

報告事項として中間案を提出

第３回協議会 中間案を協議R5.11.16

一部修正（会長一任）



パブリックコメントの実施
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R5.12.7～R6.1.8（1か月間）意見の募集期間

県のホームページ等で公開



パブリックコメントの結果（全体）
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３６件意見の件数等

意見の分類

章・節 内容 合計
第２章 現状と課題 ９
第４章 第１節 がん予防 ６
第４章 第２節 がん医療 ８
第４章 第３節 がんとの共生 ２
第４章 第４節 基盤 ８
第５章 ほか その他 ３

計 ３６
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パブリックコメントの結果（詳細）

詳細は資料２をご覧ください

資料２



主なパブリックコメントの意見（１）
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９件
意見の件数等

意見の分類

章・節 内容 合計
第２章

現状と課題
がん医療の状況と課題

県内の拠点病院等での受診動向 ３

第４章 第２節
がん医療

１ がん医療提供体制等
（１）医療提供体制の均てん化・

集約化について
６

県内の主ながん診療を行う一般の病院 他

がん診療を行う一般の病院のうち、一定の要件を満たす
病院が宮城県がん診療連携協議会に参画することへの意見
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主なパブリックコメントの意見（１）

中間案 P18
最終案 P18
資料２ P1 No.5

（病院）
県内のがん診療
のかなりの割合
を担っている

拠点病院等の
枠組みへの参加

がん診療を行う一般の病院のうち、一定の要件を満たす
病院が宮城県がん診療連携協議会に参画することへの意見
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主なパブリックコメントの意見（１）

取組の方向性

県は、 宮城県がん診療連携協議会と連携しながら、がん診療
を行う一般の病院のうち、一定の要件を満たす病院も宮城県が
ん診療連携協議会へ参画し、情報共有しながら 、がん医療の質
を高めあう仕組みを検討し、がん診療を行う病院を含めた医療
提供体制の構築に努め、がん患者への総合的ながん医療の提供
を進めていきます 。

賛
同
の
意
見

中間案 P45-46
資料２ P4-7

No.17-22

がん診療を行う一般の病院のうち、一定の要件を満たす
病院が宮城県がん診療連携協議会に参画することへの意見

中間案
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主なパブリックコメントの意見（１）

取組の方向性
県は、 宮城県がん診療連携協議会と連携しながら、がん診療を行

う一般の病院のうち、一定の要件を満たす病院を県が指定する制度
を設けることなども含めて、それらの病院が宮城県がん診療連携協
議会へ参画し、情報共有しながら 、がん医療の質を高めあう仕組み
を検討し、県全体での医療提供体制の構築に努め、がん患者への総
合的ながん医療の提供を進めていきます 。

最終案 P47
資料２ P6 No. 20

P7 No. 22

がん診療を行う一般の病院のうち、一定の要件を満たす
病院が宮城県がん診療連携協議会に参画することへの意見

最終案

追
記
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一定の要件を満たす病院のイメージ

がん医療圏に１カ所整備し、専門的ながん医療の提供、がん診療の連携協力体制
の整備、がん患者に対する相談支援及び情報提供を担う。

質の高い医療の提供体制の
確立を目指す

がん診療連携協議会
の了承が必要

・拠点病院等以外の病院での診療割合が高い
・がん診療連携拠点病院（国指定）は医療圏に1か所（原則）のため、

質の高いがん診療を行っていても国の指定は難しい状況にある。

「がん診療連携拠点病院に準じる病院」（本県における名称は今後検討）

拠点病院等以外のがん診療を行う一般の病院のうち一定の要件を満たした病院

準じる病院
（県指定）

地域の一般の医療機関

（国指定）

がん診療を行う一般の病院

・医療圏に１カ所（原則）整備
・専門的ながん医療の提供、

がん診療の連携協力体制の整備、
がん患者に対する相談支援及び情報提供を担う。

・国指定の拠点病院以外に、広く県民に、専門的な
がん医療の提供がなされるよう、拠点病院等に
準じる病院を指定。

拠点病院等宮城県がん診療連携
協議会

背景

参画
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（参考）準じる病院の他県の指定要件の状況
主な指定要件

がん診療連携拠点病院
（国の整備指針）

がん診療連携拠点病院に準じる病院
（他都道府県の状況）

診療実績

・院内がん登録 年間 500件以上
・手術件数 年間 400件以上
・薬物療法 年間 1,000人以上
・放射線治療 年間 200人以上
・緩和ケアチームの新規介入

年間 50人以上

それぞれ概ね9割以上であること

例１：国の整備指針と同様

例２：国の整備指針を緩和して設定
ex. 手術・薬物・放射線治療・緩和ケアの件数は

6割以上であること

例３：独自の基準を策定
ex. 年間新規入院患者 400人以上

診療体制

・診療機能
我が国に多いがんを中心に集学的治療等の
提供体制及び標準的治療等の提供、緩和ケア
の提供体制、地域連携の推進体制、セカンド
オピニオンに関する体制、特性に応じた診療
等の提供体制

・診療従事者の配置

・そのほかの環境整備等

例１：国の整備指針と同様

例２：国の整備指針を緩和して設定
ex. 常勤の専門医師の配置について数値的な要件

は設けていない。
ex. 放射線治療については、他の医療機関との連携

によって対応できる体制を有することも可。
ex. 我が国に多いがんのうち当該病院が診療するがん

について拠点病院との連携による集学的治療。

そ の 他 現況報告（年１回） 現況報告（年１回）

今後、宮城県における県指定の方針（基準等）を検討



主なパブリックコメントの意見（２）
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３件
意見の件数等

意見の分類

・
・

章・節 内容 合計
第４章 第１節 がん予防 １

第４章 第４節 基盤
患者・市民参画の推進 １

第５章 ほか
その他

がん患者を含めた県民の視点
に立ったがん対策の実施

１

がん対策条例に関する意見



主なパブリックコメントの意見（２）
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現状と課題

（中略）また、県民のがんに対する関心を高めるため、がん医療従
事者やがん経験者等から、がん対策条例の策定を望む声があります。

取組の方向性
（中略）県は、県民のがんに対する関心を高めるため、がん征圧月
間事業やがん教育等の普及啓発に係る取組を充実させていきます。
さらに、がん対策条例の策定については、関連施策の実施状況等を
検証し、各方面の関係者に意見を伺いながら検討していきます。

が
ん
対
策
条
例
関
係
部
分

中間案

がん対策条例に関する意見 中間案 P90
資料２ P2 No.10

P10 No.33.34
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宮城県議会がん対策推進に係る条例検討会について

令和５年１２月１９日

宮城県議会 がん対策推進に係る条例検討会が設置

令和６年１月２３日

第1回宮城県議会がん対策推進に係る条例検討会の開催

【目 的】 がん対策の推進等を目的
とする条例案の協議

【期 間】 設置の日から
令和７年３月３１日まで

・座 長 石川 光次郎 議員
・副座長 小畑 仁子 議員

検討スケジュール（案） 令和７年３月下旬 条例公布

（宮城県議会棟）

参考資料２



主なパブリックコメントの意見（２）
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現状と課題
（中略）県民のがんに対する関心を高めるため、がん医療従事者やがん経験者等
から、がん対策条例の制定を望む声があり、宮城県議会では、令和5（2023）年
12月に「がん対策推進に係る条例検討会」が設置され、条例制定の検討が始まり
ました。

取組の方向性
（中略）県は、県民のがんに対する関心を高めるため、がん征圧月間事業やがん教
育等の普及啓発に係る取組を充実させていきます。

また、条例制定に向けた議論や機運の高まりを捉えて、県民のがんに関する関心
を高めることにより、条例の趣旨が県民に広く浸透するよう啓発を進め、がん患者
を含めた県民が一体となって、がん対策をより一層推進していきます。

議
員
提
案
で
の
条
例
検
討

最終案がん対策条例に関する意見
最終案 92
資料2 P2 No.10

P10 No.33.34最終案



主なパブリックコメントの意見（２）
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議
員
提
案
で
の

条
例
検
討

最終案

（中略）また、県民のがんに対する関心を高め、総合的ながん対策
を推進していくために、がん対策条例の制定を望む声があることか
ら、県としては、施策の実施状況等を検証し、関係者の意見を伺い
ながら検討していきます。

中間案

（中略）また、宮城県議会では、令和5（2023）年12月に「がん
対策推進に係る条例検討会」が設置されました。

条例が制定された場合には、その理念や趣旨に沿って、県民・医
療機関・事業主・医療保険者・行政等の関係者が一体となって、が
ん対策を一層推し進めていくことが期待されます。

がん対策条例に関する意見
中間案 P92
最終案 P94
資料２ P2 No.10

P10 No.33.34



主なパブリックコメントの意見（３）

・現状と課題（分析、地域別課題）
・がん医療（均てん化）
・がんとの共生（自死対策）
・がん登録（活用等）

その他の意見

→ 文言の修正 等

がん予防
・がんの一次予防
（喫煙（受動喫煙を含む）、アルコール）

→ みやぎ２１健康プランと連動

3件

22件

（重複あり）
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最終案への反映
修正の例

黄色で塗りつぶし部分が
修正したところです
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今後のスケジュール

第４回協議会
最終案を協議・決定

R6.2.2
（本日）

県議会 ２月定例会中の環境福祉委員会で
最終案を報告

R6.3
（予定）

第４期宮城県がん対策推進計画の決定・公表R6.3
（予定）


